
亀山市全国大会出場旅費補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この告示は、児童及び生徒がスポーツ競技の全国大会（以下「大会」という。） 

に出場する場合に、出場に要する旅費の一部を補助することにより、当該児童及び生

徒の保護者の負担軽減を図り、もってスポーツの振興に寄与することを目的とする。 

（補助金の名称） 

第２条 この告示により交付する補助金の名称は、亀山市全国大会出場旅費補助金（以

下「補助金」という。）という。 

（補助金の交付対象者） 

第３条 補助金の交付対象者は、出場する大会（中学校体育連盟が主催するものを除

く。）の要項等に基づく登録選手である児童及び生徒の保護者であって、市内に住所

を有するものとする。 

（補助金の額） 

第４条 補助金の額は、出発地と大会の開催地とを往復する場合に要する交通費の額に

２分の１を乗じて得た額（その額に１，０００円未満の端数があるときは、これを切

り捨てる。）とする。ただし、１万円を限度とする。 

（補助金の交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者は、大会が開催される日までに、全国大会出

場旅費補助金交付申請書（様式第１号）を亀山市教育委員会（以下「教育委員会」と

いう。）に提出しなければならない。 

（補助金の交付） 

第６条 教育委員会は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めた

ときは、全国大会出場旅費補助金交付決定通知書（様式第２号）により、申請者に通

知するものとする。 

（実績の報告） 

第７条 補助金の交付を受けた者は、出場した大会の終了後、全国大会出場旅費補助金

実績報告書（様式第３号）にその成績等を示す書類を添付して教育委員会に提出しな

ければならない。 

（委任） 



第８条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。 

附 則 

この告示は、令和８年４月１日から施行し、令和８年度分の補助金の交付から適用す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第1号(第 5条関係) 

 

 

 



様式第2号(第 6条関係) 

 

 

 



様式第3号(第 7条関係) 

 


